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発行／青森県深浦町  編集／総合戦略課 №№４４００３３  

  

 

 

 

町は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯を支援する観点から１８

歳以下の子どもを養育している保護者に対し、子育て世帯への臨時特別給付として１０万円

の支給を行っております。 

 

■支給対象者 

 次のうち、いずれかに該当する子どもを養育している保護者（生計維持者） 

 ①深浦町の令和３年９月分の児童手当の支給対象となっている子ども 

 ②平成１５年４月２日から平成１８年４月１日の間に生まれた子ども（保護者の令和３年 

度所得が児童手当の支給対象相当となる場合） 

 ③令和４年３月３１日までに生まれた児童手当の支給対象となる子ども 

 ※児童手当とは、本則給付（月額１０，０００または１５，０００円）のことを指します。 

特例給付（月額５，０００円）に該当する方は給付対象外となります。 

 

■給付額 

 対象児童１名につき１００，０００円 

 

■手続きについて 

①に該当する場合 
②に該当する兄弟姉妹がいる場合、その子どもも含んだ人数分の金額

を児童手当の口座へ令和３年１２月２７日（月）に給付済 

②,③に該当する場合、保

護者が公務員の場合 

原則、支給申請（振込先口座の申し出など）を行う必要があります。

対象となる方へ、既に申請書を同封し個別通知しておりますので、届

いていない方は問合せ先までご連絡ください。 

 

□問合せ先 

 福祉課  ＴＥＬ ７４－２１１７ 

－－１１８８歳歳以以下下のの子子どどももをを養養育育さされれてていいるる皆皆様様へへ－－  

子子育育てて世世帯帯へへのの臨臨時時特特別別給給付付をを行行っってていいまますす  
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■■  申申告告期期間間  ２２月月９９日日（（水水））～～３３月月１１５５日日（（火火））（（※※土土・・日日曜曜日日・・祭祭日日はは除除くく））  

■■  受受付付時時間間  ９９：：００００～～１１６６：：００００（（1111：：3300～～1133：：0000 はは休休憩憩時時間間））  

■ 申申告告会会場場  会会場場及及びび申申告告相相談談日日程程表表はは別別紙紙をを参参照照ししててくくだだささいい  
 
 令和３年１月１日～令和３年１２月３１日の収入や所得控除等について申告してください。申告

期間中は会場が混雑しますので、申告相談に必要な書類は、事前に整理・集計しておくとともに、

その内容について答えることができる方が申告してくださるようお願いします。  

 なお、申告していないと、所得証明書などの交付や国民健康保険税、各種福祉関係の料金算定・軽減・

支給などの判定ができない場合がありますので、申告が必要な方は必ず申告してください。 
 
◆◆  申申告告がが必必要要なな方方  （令和４年１月１日現在、深浦町に住所があり、次に該当する方） 

①営業等、農業、不動産、譲渡、一時、配当などの収入があった方 

②給与所得者で、会社で年末調整していない方や、２ヶ所以上の会社から給与を受けた方 

③給与または公的年金等の収入があった方で、ほかにも収入があった方 

④給与または公的年金等の収入があった方で、源泉徴収票に記載されていない生命保険料控除・社会 

保険料控除・扶養控除、または医療費控除や寄付金控除・雑損控除などを受けようとする方 

⑤令和３年中に会社を退職した方 

⑥遺族年金・障害年金受給者 

⑦国民健康保険に加入している方 

⑧公共事業（県や町等）や個人で土地等を売った方 

 

 

①税務署に所得税の確定申告をした（する）方 

②給与収入のみの方で、勤務先から町に給与支払報告書（年末調整済）が提出されていて、雑損控除、 

医療費控除、寄付金控除などを受けない方 

③公的年金等の収入のみの方で、年金支払者から町に公的年金支払報告書が提出されていて、雑損控 

除、医療費控除、寄付金控除などを受けない方（遺族・障害年金受給者は申告が必要） 

 

 

①ママイイナナンンババーーカカーードド  

（（※※作作成成さされれてていいなないい方方はは通通知知カカーードドとと身身元元確確認認書書類類（（運運転転免免許許証証等等））がが必必要要でですす。。））  

②印鑑（認め印で可） 

③給与所得者及び年金所得者は、源泉徴収票 

④上記③以外の方は、所得金額の計算に必要な帳簿書類、領収書等（収入と支出がわかるもの） 

⑤生命保険や地震保険に加入している方は、控除証明書 

⑥国民健康保険等に加入している方は、領収書 

⑦国民年金に加入している方は、社会保険料（国民年金保険料）控除証明書または領収書 

⑧医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書。セルフメディケーション税制の控除を受ける方は、 

セルフメディケーション税制の明細書と検診の領収書又は結果通知表等。（どちらかを選択適用） 

※※医医療療費費控控除除のの明明細細書書はは、、役役場場税税務務課課・・大大戸戸瀬瀬支支所所・・岩岩崎崎支支所所ににごござざいいまますすののでで、、申申告告前前にに必必要要事事項項をを

記記入入しし、、申申告告会会場場へへ持持参参願願いいまますす。。  

⑨障害者控除の適用を受ける方は、障害者手帳または療育手帳等  

⑩マスク（会場内ではマスクの着用をお願いします） 

⑪その他必要と思われる関係書類 

※給付金等を受給されている方は、給付額が分かるもの（通帳等）及び支給決定通知書を持参してください。 

※領収書の金額集計は申告者本人において事前に集計してください。 

※昨年の申告時にお渡しした利用者識別番号をお持ちの方は、利用者識別番号を持参してください。 

◆◆  申申告告がが不不要要なな方方    

◆◆  申申告告にに必必要要なな書書類類等等    

令令和和４４年年度度町町県県民民税税等等のの申申告告相相談談をを行行いいまますす  

帳
簿
や
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収
書
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ど

の
整
理
を
お
願
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し

ま
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町町  県県  民民  税税  等等  申申  告告  相相  談談  日日  程程  表表  

月 日 曜 対象地区 受付時間 場    所 

  99  水水  岩 坂 ・ 柳 田 

99：：0000～～1111：：3300  

  

1133::0000～～1166：：0000  

大大  戸戸  瀬瀬  支支  所所  １１階階  会会議議室室  
  1100  木木  北金１区 ・ 北金２区 

  1144  月月  北金３区 ・ 関 

  1155  火火  晴 山  ・ 田 野 沢 

２２  16 水 《移動日》  申告システム機器の移動、設置のため申告受付はできません。 

    1177  木木  沢     辺 

99：：0000～～1111：：3300  

  

1133::0000～～1166：：0000  

岩岩  崎崎  支支  所所  １１階階  会会議議室室  

月月  1188  金金  岩 崎 下 ・ 岩 崎 中 

  2211  月月  岩 崎 上 ・  松 神 

  2222  火火  正   久 ・  黒 崎 

  2244  木木  森  山  ・  大 間 越 

  25 金 《移動日》  申告システム機器の移動、設置のため申告受付はできません。 

２２月月  2288  月月  風 合 瀬  ・  長 慶 平 

99：：0000～～1111：：3300  

  

1133::0000～～1166：：0000  

役役  場場  本本  庁庁  １１階階ロロビビーー  

  11  火火  驫 木  ・  松 原 

  22  水水  相 野 山 ・ 塩 見 崎 

    33  木木  広 戸  ・  東 野 

    44  金金  横 磯 ・ 舮 作 

33  77  月月  ３ 区 ・ ４ 区 

  88  火火  ６ 区 ・ ７ 区 

月月  99  水水  川 原 町 ・ 崎 の 町 

  1100  木木  ５ 区  ・  １２ 区 

  1111  金金  ＜町内全地区＞ 

  1144  月月  ＜町内全地区＞ 

  1155  火火  ＜町内全地区＞ 

※当日の朝に風邪のような症状又は３７．５度以上の熱がある場合は、他の日に申告して 

いただくようお願いします。（申告会場内においても職員が来場者に検温しますので、ご 

理解とご協力方よろしくお願いします） 

※各会場とも開始直後が混雑しますので、可能な方は時間をずらしておいでくださるよう 

お願いします。   

 

□問合せ先 

税務課 ＴＥＬ ７４－２１１４     
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令和４年４月から保育所等の利用を希望される方の受付を下記のとおり行います。すでに、

認定こども園または保育所を利用している方についても、現況届の提出が必要となります。 

 

１ 手続きが必要な方  

①令和４年４月から新たに、認定こども園や保育所の利用を希望される方 

②すでに町内外の保育所などを利用している方で、４月以降も引続き利用を希望される方 

 

２ 受付期間等 

状況に応じて、必要な手続きの内容や受付場所が異なりますのでご注意願います。 

 

①令和４年４月から新たに保育所等の利用を希望される方 

役場福祉課、岩崎・大戸瀬支所、町内の保育施設で用紙を配付しております。 

必要な手続き 受付期間 受付場所 

・給付認定申請書兼保育 
利用申込書 

・児童の健康状況調査票 

１月１７日（月）～２月１４日（月） 

８：３０～１７：００  

※土・日・祝日を除く 

・役場福祉課子育て支援係 
・岩崎・大戸瀬支所 
・利用を希望する保育施設 

②すでに町内の保育所などを利用している方で、４月以降も引続き利用を希望される方 

現在利用中の施設を通して必要書類を配付します。 

必要な手続き 受付期間 受付場所 

・現況届 

１月１７日（月）～２月１４日（月） 

８：３０～１７：００  

※土・日・祝日を除く 

・役場福祉課子育て支援係 
・現在利用中の保育施設 

※令和４年４月から新たに下のお子さんも利用を希望する場合は、上記①のとおり給付認定

申請及び保育利用申込みが必要となります。 

③すでに町外の保育所などを利用している方で、４月以降も引続き利用を希望される方 

保護者の方へ必要書類を郵送します。 

必要な手続き 受付期間 受付場所 

・現況届 

１月１７日（月）～１月３１日（月） 

８：３０～１７：００  

※土・日・祝日を除く 

・役場福祉課子育て支援係 
・岩崎・大戸瀬支所 

※令和４年４月から新たに下のお子さんも利用を希望する場合は、上記①のとおり給付認定

申請及び保育利用申込みが必要となります。 

 

 

３ 提出書類、持ち物 

①全員が必ず提出、持参する物 

（１）子どものための教育・保育給付認定申請書（現況届）兼利用申込書…児童１人につき１枚 

（２）父母及び入所を希望するお子さんの個人番号を申込書に記載し、申請者の身元が確認 

できるものの提示（マイナンバーカードや運転免許証・保険証など） 

（３）保育の必要性を証明する書類…父母各々１枚 

 

「「認認定定ここどどもも園園・・保保育育所所」」利利用用ののごご案案内内  

（（令令和和４４年年４４月月以以降降のの新新規規利利用用・・継継続続利利用用））  



保護者の状況（事由） 保育の必要性を証明する書類 

会社員・公務員等 

（勤務内定者も含む） 

・就労証明書 
※産休中又は育休中の方も提出してください。また、復職後も再提出してください。 

自営業従事者 
・就労証明書（以下の添付書類を提出した場合は、民生委員の証明は不要） 

※添付書類：確定申告書若しくは、営業内容が分かる広告や名刺等 

農業・漁業従事者 ・就労証明書 

内職従事者 
・就労証明書（以下の添付書類を提出した場合は、民生委員の証明は不要） 

※添付書類：内職の内容が分かる書類、請負契約書、納品書等 

妊娠・出産 
・母子手帳のコピー 
※保護者氏名・住所欄・出産予定日が分かるもの 

保護者自身の疾病・障害 

親族等の介護、看護 

・医師の診断書、障害手帳のコピー、介護申立書 
※本人又は被看護者が保育できない状況、期間が分かるもの 

就学・職業訓練等 ・在学証明書や学生手帳等 

求職活動 ・求職活動申立書 

  

②以下の条件に該当する方のみ提出が必要な書類 

ひとり親世帯  ・戸籍謄本   ・児童扶養手当証書   ・その他分かるもの 
※上記のいずれか１点（コピー） 

令和３年１月２日以降に 

深浦町に転入された方 

マイナンバーを提示いただくと、市町村民課税（所得）証明書の提
出が省略できます。ただし、自治体によっては税情報の内容を確
認できない場合もありますので、追加でご提出を求める場合があ
ります。 

  

  

◆管内保育施設一覧 

保育施設名 住   所 電話番号  定 員（名） 

認定こども園柳田保育園 柳田字築棒沢１４０ ７６－２１２３ 
３５（保育部分

３０） 

めぐみ子ども園 関字栃沢８４－９ ７６－２０３９ 
３０（保育部分

２０） 

銀 杏 保 育 園 北金ヶ沢字塩見形３０－９ ７６－２２７９ ２０ 

みはる保育園 風合瀬字上砂子川１５８－７ ７６－３０３４ ２０ 

みよし保育園 追良瀬字塩見山平１９５－１ ７４－３９５１ ２０ 

青い鳥保育園 深浦字中沢３－１ ７４－２７３７ ２０ 

えの木保育園 横磯字下岡崎８９－５ ７４－３４３１ ３０ 

きらら保育園 正道尻字小礒１１０－２３ ７７－２８２４ ３０ 

 

□問合せ先  福祉課 子育て支援係  ＴＥＬ ７４－２１１７ 
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の
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役
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く
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◆
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２
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・
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水
産
課 

農
業
振
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℡ 

74-

４
４
１
１ 
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か
わ
か
ら
な
い
。 

以
上
の
よ
う
な
お
悩
み
に
つ
き
、
働

く
人
も
、
企
業
の
担
当
者
も
、
就
職
活

動
中
の
学
生
も
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
相

談
は
無
料
で
す
。
匿
名
で
の
相
談
も
可

能
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
厳
守
し
ま
す
。 

【
青
森
労
働
局
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
応

特
別
相
談
窓
口
】 

◆
開
設
期
間 

12
月
１
日
（
水
）
～
３
月
31
日
（
木
）

 

℡ 

０
１
７-

７
３
４-

４
２
１
１ 

青
森
市
新
町
２
丁
目
４-

25 
 

青
森
合
同
庁
舎
８
階 

□
問
合
せ
先 

 

五
所
川
原
労
働
基
準
監
督
署 

労
働
時
間
相
談
・
支
援
班 

℡ 

０
１
７
３-

35-

２
３
０
９ 

     

新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
証

明
書
（
電
子
版
）
が
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
の
専
用
ア
プ
リ
「
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク

チ
ン
接
種
証
明
書
ア
プ
リ
」
か
ら
申

請
・
取
得
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
紙
の
証
明
書
と
同
様
の
内
容
が
ス

マ
ホ
の
画
面
で
確
認
で
き
る
た
め
証

明
書
を
持
ち
歩
く
必
要
が
な
く
便
利

で
す
。 

※
接
種
証
明
書
が
取
得
で
き
る
の
は
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
読
み
取
る

こ
と
が
出
来
る
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に

限
り
ま
す
。
専
用
ア
プ
リ
を
イ
ン
ス
ト

ー
ル
の
際
は
発
行
者
が
「
デ
ジ
タ
ル

庁
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。 

接
種
証
明
書
（
電
子
版
）
の
申
請
に

は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
必
要
で

す
。
町
で
は
、
町
民
課
窓
口
の
ほ
か
、
岩

崎
支
所
及
び
大
戸
瀬
支
所
窓
口
に
て
職

員
に
よ
る
無
料
の
顔
写
真
撮
影
、
申
請

手
続
き
の
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。
申

請
手
続
き
は
５
分
ほ
ど
で
終
わ
り
ま
す

の
で
役
場
に
お
越
し
の
際
は
窓
口
へ
お

気
軽
に
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。 

□
ワ
ク
チ
ン
接
種
証
明
書
に
関
す
る

問
合
せ
先 

厚
生
労
働
省
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル 

℡ 

０
１
２
０-

76-

１
７
７
０ 

□
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
関
す
る

問
合
せ
先 

 

町
民
課 

総
合
窓
口
係 

℡ 

74-

２
１
１
５ 

■
デ
ジ
タ
ル
庁

H
P

参
照
新
型
コ
ロ
ナ

ワ
ク
チ
ン
接
種
証
明
書
ア
プ
リ
取
得

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
は
こ
ち
ら 

A
p
p 
S
t
o
re

（i
O
S

用
）

 

G
o
o
g
l
e 
P
l
ay

（
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
用
）

 

 

家家
畜畜
飼飼
養養
者者
のの
皆皆
様様
へへ  

～～
定定
期期
報報
告告
のの
おお
願願
いい
～～  

ハハ
ララ
スス
メメ
ンン
トト
対対
応応
特特
別別

相相
談談
窓窓
口口
のの
開開
設設  

ママ
イイ
ナナ
ンン
ババ
ーー
カカ
ーー
ドド
でで  

新新
型型
ココ
ロロ
ナナ
ワワ
クク
チチ
ンン
のの
接接

種種
証証
明明
書書
（（
電電
子子
版版
））
がが
取取
得得

でで
きき
るる
よよ
うう
にに
なな
りり
まま
しし
たた  



 
    

広報ふかうら（お知らせ版）⑦ 

    

◆
医
療
費
通
知
に
つ
い
て 

 

広
域
連
合
で
は
、
被
保
険
者
の
皆
様

に
医
療
費
に
対
す
る
認
識
と
理
解
を

深
め
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
に
、
年

１
回
、
１
年
分
の
医
療
費
を
記
載
し
た

「
医
療
費
通
知
書
」
を
送
付
し
て
い
ま

す
。 

 

対
象
と
な
る
期
間
は
令
和
３
年
１

月
受
診
分
か
ら
12
月
受
診
分
で
す
が
、

受
診
し
た
医
療
機
関
か
ら
の
診
療
情

報
は
、
審
査
支
払
機
関
に
て
審
査
終
了

後
に
当
広
域
連
合
へ
情
報
提
供
さ
れ

る
こ
と
か
ら
、「
医
療
費
通
知
書
」
が
お

手
元
に
届
く
の
は
令
和
４
年
２
月
末

頃
に
な
り
ま
す
。 

 

な
お
、「
医
療
費
通
知
書
」
は
、
確
定

申
告
の
際
の
医
療
費
控
除
に
も
使
用

で
き
ま
す
が
、
上
記
理
由
に
よ
り
確
定

申
告
の
開
始
時
期
ま
で
に
お
届
け
で

き
な
い
た
め
、
お
急
ぎ
の
方
は
領
収
書

で
ご
対
応
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。 

 

◆
か
か
り
つ
け
医
・
か
か
り
つ
け
薬
局

を
持
ち
、
お
薬
手
帳
は
１
冊
に
ま
と
め

ま
し
ょ
う 

 

い
つ
も
診
察
し
て
も
ら
う
「
か
か
り

つ
け
医
」
が
あ
る
と
、
体
質
や
持
病
を

理
解
し
た
上
で
助
言
を
し
て
く
れ
た

り
、
必
要
に
応
じ
て
専
門
の
医
療
機
関

を
紹
介
し
て
く
れ
た
り
す
る
の
で
安

心
で
す
。 

ま
た
、
普
段
か
ら
何
で
も
相
談
で
き

る
「
か
か
り
つ
け
薬
局
」
が
あ
る
と
、

薬
歴
（
薬
の
服
用
記
録
）
の
管
理
や
飲

み
合
わ
せ
に
よ
る
副
作
用
の
防
止
、
多

剤
処
方
に
よ
る
健
康
被
害
の
リ
ス
ク

軽
減
な
ど
、
健
康
管
理
を
サ
ポ
ー
ト
し

て
く
れ
ま
す
。 

複
数
の
「
お
薬
手
帳
」
を
持
っ
て
い

る
場
合
は
、
１
冊
に
ま
と
め
て
管
理
し

や
す
く
し
ま
し
ょ
う
。 

  

□
問
合
せ
先 

福
祉
課 

℡ 

74-

２
１
１
７ 

青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合 

℡ 

０
１
７-

７
２
１-

３
８
２
１ 

    

官
公
庁
の
入
札
参
加
資
格
審
査
申

請
、
建
設
業
許
可
申
請
、
所
得
税
確
定

申
告
、
金
融
機
関
の
融
資
申
込
み
等
の

た
め
、
県
税
（
法
人
県
民
税
・
法
人
事

業
税
・
特
別
法
人
事
業
税
、
個
人
事
業

税
等
）
の
納
税
額
ま
た
は
未
納
額
が
な

い
こ
と
の
証
明
書
が
必
要
な
方
は
、
次

の
書
類
等
を
ご
準
備
く
だ
さ
い
。 

◆
納
税
義
務
者
本
人
（
法
人
の
場
合
は

代
表
者
）
が
交
付
申
請
す
る
場
合 

①
申
請
書
（
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。
記
入
方
法
の

ご
案
内
も
あ
り
ま
す
。） 

②
本
人
確
認
が
で
き
る
書
類
（
運
転
免

許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
写
真
付
き
の

公
的
書
類
） 

③
手
数
料
（
１
件
に
つ
き
県
収
入
証
紙

４
０
０
円
） 

◆
代
理
人
が
交
付
申
請
す
る
場
合 

前
記
①
③
の
ほ
か
、 

④
委
任
状
（
申
請
書
「
委
任
に
関
す
る

事
項
」
欄
使
用
可
。
納
税
義
務
者
本
人

（
法
人
の
場
合
は
代
表
者
）
が
自
署
し

た
も
の
。） 

⑤
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免

許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
写
真
付
き
の

公
的
書
類
） 

 

納
税
証
明
書
は
、
納
税
者
の
皆
様
の

大
切
な
情
報
を
証
明
す
る
も
の
で
す
。

窓
口
で
の
確
認
を
厳
正
に
行
っ
て
い

ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。 郵

送
に
よ
る
交
付
申
請
も
で
き
ま

す
。
申
請
方
法
は
県
税
部
ま
で
問
合
せ

く
だ
さ
い
。 

 

◆
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

 
h
t
t
p
s
:
/
/w
ww
.
p
r
e
f
.
ao
mo
r
i
.
l
g
.

j
p
/
s
o
s
h
ik
i/
s
o
u
m
u
/
ze
im
u
/
0
1
0
_
01

n
o
u
z
e
i
.
ht
ml 

 

□
問
合
せ
先 

 

西
北
地
域
県
民
局
県
税
部 

 

納
税
管
理
課 

 

℡ 

０
１
７
３-

34-

２
１
１
１ 

（
内
線
２
０
５
） 

 

後後
期期
高高
齢齢
者者
医医
療療
被被
保保
険険

者者
のの
みみ
なな
ささ
まま
へへ  

県県
税税
納納
税税
証証
明明
書書
のの  

交交
付付
申申
請請
にに
つつ
いい
てて  



  
  
    

 

広報ふかうら（お知らせ版）⑧ 
    

青
森
県
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
で
は
無

料
職
業
紹
介
事
業
と
し
て
看
護
職
の

相
談
員
が
最
寄
り
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

に
出
向
い
て
、
看
護
職
の
皆
様
の
お
仕

事
探
し
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。 

お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。 

◆
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
五
所
川
原 

・
開
催
日
…
１
月
26
日(

水)

、
２
月
16

日
（
水
）、
３
月
23
日
（
水
） 

・
時
間
…
９
時
～
11
時
30
分
ま
で
随

時
受
付 

◆
弘
前
就
労
支
援
セ
ン
タ
ー
（
ヒ
ロ
ロ

ス
ク
エ
ア
内
） 

・
開
催
日
…
１
月
17
日(

月)

、
２
月
21

日(

月)

、
３
月
28
日(

月) 

・
時
間
…
13
時
30
分
～
16
時
ま
で
随

時
受
付 

※
青
森
県
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー(

青
森

市)

で
は
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
の
９
時

～
16
時
ま
で
、
来
所
・
電
話
・
メ
ー
ル

等
で
随
時
、
相
談
を
受
付
け
て
い
ま

す
。 ど

う
ぞ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

 

□
問
合
せ
先 

 

公
益
社
団
法
人
青
森
県
看
護
協
会 

 

青
森
県
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー 

 

℡ 

０
１
７-

７
２
３-

４
５
８
０ 

    

◎
青
森
県
特
定
（
産
業
別
）
最
低
賃
金

改
定
の
お
知
ら
せ 

 

令
和
３
年
12
月
21
日
か
ら
の
金
額

は
、
次
の
と
お
り
で
す
。 

①
鉄
鋼
業 

 

時
間
額
９
２
９
円 

（
改
定
前
９
０
３
円
） 

②
電
子
部
品
・
デ
バ
イ
ス
・
電
子
回
路
、

電
気
機
械
器
具
、
情
報
通
信
機
械
器
具

製
造
業 

 

時
間
額
８
５
９
円 

（
改
定
前
８
３
３
円
） 

③
各
種
商
品
小
売
業 

 

時
間
額
８
５
２
円 

（
改
定
前
８
２
５
円
） 

④
自
動
車
小
売
業 

 

時
間
額
８
９
０
円 

（
改
定
前
８
６
４
円
） 

 

な
お
、
青
森
県
で
働
く
全
て
の
労
働

者
及
び
使
用
者
に
適
用
さ
れ
る
「
青
森

県
最
低
賃
金
」
は
、
令
和
３
年
10
月
６

日
か
ら
、
時
間
額
８
２
２
円
に
改
定
さ

れ
て
い
ま
す
。 

 

業
務
改
善
助
成
金
の
活
用
方
法
等

に
つ
い
て
は
、
「
業
務
改
善
助
成
金
コ

ー
ル
セ
ン
タ
ー
」
に
お
問
合
せ
く
だ
さ

い
。 ℡ 

03-

６
３
８
８-

６
１
５
５ 

 

雇
用
調
整
助
成
金
等
の
活
用
方
法

等
に
つ
い
て
は
、「
雇
用
調
整
助
成
金
、

産
業
雇
用
安
定
助
成
金
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
」
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。 

℡ 

０
１
２
０-

60-

３
９
９
９ 

 
 

詳
し
く
は
、
青
森
労
働
局
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
も
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。 

h
t
t
p
s
:
/
/j
si
t
e
.
m
h
l
w.
go
.
j
p
/
a

o
m
o
r
i
-
r
ou
do
u
k
y
o
k
u
/ 

 

□
問
合
せ
先 

 
青
森
労
働
局
労
働
基
準
部
賃
金
室 

 
℡ 
０
１
７-

７
３
４-

４
１
１
４ 

 

     

親
子
体
操
の
普
及
と
子
育
て
世
代

や
子
供
の
健
康
づ
く
り
を
目
的
と
し

た
養
成
講
座
を
開
催
し
ま
す
。 

◆
日 

時 

・
３
月
12
日
（
土
） 

 
 

 
 

９
時
15
分
～
17
時
15
分 

・
３
月
13
日
（
日
）
９
時
～
12
時
30
分 

◆
場 

所 

 

む
つ
マ
エ
ダ
ア
リ
ー
ナ 

◆
対 

象 

 

親
子
体
操
の
普
及
に
意
欲
の
あ
る
方 

◆
定 

員 

50
人 

◆
受
講
料 

５
０
０
０
円 

◆
申
込
方
法 

 

２
月
25
日
ま
で
に
氏
名
・
年
齢
・
メ

ー
ル
ア
ド
レ
ス
・
電
話
番
号
・
Ｆ
Ａ
Ｘ

番
号
・
自
宅
住
所
・
所
属
先
名
・
所
属

先
電
話
番
号
を
Ｅ
メ
ー
ル
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
で

青
森
県
医
師
会
健
や
か
力
推
進
セ
ン

タ
ー
へ 

□
問
合
せ
先 

 

青
森
県
医
師
会
健
や
か
力
推
進
セ

ン
タ
ー 

 

℡ 

０
１
７-

７
６
３-

５
５
９
０ 

看看
護護
のの
おお
仕仕
事事
移移
動動
相相
談談  

をを
開開
催催
しし
てて
いい
まま
すす  

必必
ずず
チチ
ェェ
ッッ
クク
最最
低低
賃賃
金金
！！  

使使
用用
者者
もも
、、
労労
働働
者者
もも  

ひひ
ろろ
みみ
ちち
おお
兄兄
ささ
んん
のの
「「
親親

子子
体体
操操
普普
及及
員員
養養
成成
講講
座座
」」  



  
     

 

 

戦傷病者の更生等の相談や、戦没者遺族の援護の相談等がある方は、相談員にご相談くだ

さい。 

 

相談員種別 氏名 住所 電話番号 

戦傷病者相談員 成田 政 つがる市柏桑野木田幾世 2-32 0173-25-3545 

戦没者遺族相談員 七戸 年一 深浦町大字松神字中浜松 101 0173-78-2524 

 

□問合せ先  福祉課  ＴＥＬ ７４－２１１７ 

 

 

 

 

■児童書 

書  名 編著者等 書  名 編著者等 

理系脳をつくる 食べら

れる実験図鑑 
中村 陽子 

かいけつゾロリ（70） 

きょうふのダンジョン 
原 ゆたか 

ハタハタ荒海にかがやく

命 
高久 至 

イアリーの魔物（1） マラ

マンダー 
トーマス・テイ

ラー 
おしっこ、うんこはどこ

へいく？ 
中川 ひろたか 

イアリーの魔物（2） ガー

ガンティス 
トーマス・テイ

ラー 

こりすのクリスマス 豊福 まきこ 
おやこで話す 子どもの

貧困 
阿部 彩 

みんなのいちにち たけうち ちひろ 
コールテンくんのクリス

マス 
B.G ヘネシー 

だいかぞく 南 知里 あしあとじけん 山田 亜友美 
ほんやねこ 石川 えりこ 人体ジェットコースター 中垣 ゆたか 
ふしぎ駄菓子屋 銭天堂

（14） 
廣島 玲子 鬼ばばの島 今井 恭子 

ふしぎ駄菓子屋 銭天堂

（15） 
廣島 玲子 スパゲッティのうた ぺこみそ 

ふしぎ駄菓子屋 銭天堂

（16） 
廣島 玲子   

ご希望の本が町内施設にない場合は、青森県立図書館などから取り寄せて借りることが

できます。 

なお、大戸瀬支所、岩崎支所でも貸出・返却が可能です。 

 

□問合せ先 ふかうら文学館  ＴＥＬ ８４－１０７０ 

戦戦傷傷病病者者相相談談員員及及びび戦戦没没者者遺遺族族相相談談員員ををおお知知ららせせししまますす  

ふふかかううらら文文学学館館図図書書室室  新新着着本本ののごご案案内内  

広報ふかうら（お知らせ版）⑨ 



  

 

広報ふかうら（お知らせ版）⑩ 

 
 
 
 

冬冬期期間間のの運運動動不不足足をを解解消消しし、、十十二二湖湖のの冬冬景景色色をを楽楽ししむむたためめ、、教教育育委委員員会会並並びびにに十十

二二湖湖森森のの会会でではは、、歩歩くくススキキーー＆＆トトレレッッキキンンググをを共共同同でで開開催催ししまますす。。  

雪雪化化粧粧ををししたた木木々々やや白白銀銀にに輝輝くく森森のの景景観観をを眺眺めめななががらら、、十十二二湖湖のの森森をを満満喫喫ししまましし

ょょうう！！  

 

   １１月月２２９９日日（（土土））  ９９：：００００～～１１３３：：００００ 

      昼食として豚汁とおにぎりをご用意します。 
 

  十二湖ビジターセンターを出発地点とし、十二湖地内のコースで、 

約２時間、歩くスキー＆トレッキングの体験をします。 
 

  小学生以上の町民 定員３０名（スキー１０名、トレッキング２０名） 

      ※小学生の参加は保護者同伴とします。 
 

  ご希望の方にはスキー、かんじき、スノーシューを貸し出します。 

      ただし、数に限りがあります。 
 

  飲み物、防寒具、手袋、長靴、着替えなど 
 
 

  １人５００円（保険料等を含む） 

 

  １月２１日（金）正午まで 

      ※電話またはＦＡＸでお申込みください。 
 

  深浦町教育委員会教育課 社会教育係（深浦字苗代沢 84-2） 

      TEL：７４-４４１９  FAX：７４-３０５０  担当：永谷 
 

氏氏 名名 E

ふ り が な

   年年    齢齢  歳歳  性性      別別  男男・・女女  

住住 所所  深深浦浦町町大大字字  連連  絡絡  先先   

参参  加加  区区  分分  

歩歩くくススキキーー（（  持持参参  ・・  借借用用  ））  身身    長長  ccmm  靴靴ササイイズズ  ccmm  

トトレレッッキキンンググ（（  持持参参  ・・  借借用用かかんんじじきき  ・・  借借用用ススノノーーシシュューー  ））  




